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病 院 局 管 理 規 程 

 

病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程をここに公布する。 

令和３年６月１日 

                              兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗 

兵庫県病院局管理規程第８号 

病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程 

病院事業職員の給与に関する規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第12号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の見出し及び２項を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の応援の業務に係る診療応援手当の特例） 

30 当分の間、医師、歯科医師、看護師（准看護師を含む。以下同じ。）、薬剤師である職員その他これらに準

ずるものとして管理者が別に定める職員が新型コロナウイルス感染症に係る臨時に行う予防接種の応援の業

務のうち、管理者が指定するものに従事したときは、新型コロナワクチン接種診療応援手当を支給する。こ

の場合において、第32条の２の規定は、適用しない。 

31 前項に規定する業務に従事した場合における新型コロナワクチン接種診療応援手当の額は、前項に規定す

る業務１回につき、次の各号に掲げる額とする。 

(1) 前項に規定する業務に医師又は歯科医師が従事した場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる

額 

ア その従事時間数が３時間以上である場合 15,000円 

イ その従事時間数が３時間未満である場合  9,000円 

(2) 前項に規定する業務に前号に掲げる職員以外の職員が従事した場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

次に掲げる額 

ア その従事時間数が３時間以上である場合  5,000円 

イ その従事時間数が３時間未満である場合  3,000円 

   附 則 

この管理規程は、公布の日から施行し、令和３年４月12日から適用する。 
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